
浪江町長コメント 

 

 

今回の ADRの和解案に対し回答期限延長の東京電力の上申書は、

誠に遺憾であり、信義に反するもので誠意が見られない。強く抗議

する。 

センターには、本和解案を迅速に受諾するよう東京電力を強く説

得するよう求める。 

 

 

 

                   平成 26年 5月 30日  

                浪 江 町 長   馬場 有 


